
- 1 -

○
経
済
産
業
省
告
示
第
三
十
号

輸
入
貿
易
管
理
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
四
百
十
四
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業

省
告
示
第
百
七
十
号
（
輸
入
割
当
て
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
品
目
、
輸
入
の
承
認
を
受
け
る
べ
き
貨
物
の
原
産
地
又
は
船
積
地

域
そ
の
他
貨
物
の
輸
入
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
の
公
表
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
十
九
年
二
月
十
七
日
か
ら
施

行
す
る
。

平
成
十
九
年
二
月
十
六
日

経
済
産
業
大
臣

甘
利

明

二
の
表
の

の

の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

第
１

北
朝

鮮

イ
ラ

ン
１

輸
出

貿
易

管
理

令
昭

和
二

十
四

年
政

令
第

三
百

（

七
十

八
号

別
表

第
一

の
二

の
項

の
中

欄
に

掲
げ

）

る
貨

物
三

の
項

二
７

に
掲

げ
る

貨
物

六

（

）

（

、

ふ
っ

化
ウ

ラ
ン

に
対

し
て

耐
食

性
の

あ
る

材
料

を

用
い

た
ベ

ロ
ズ

弁
に

限
る

三
の

項
二

）

（

ー
。

、

９
に

掲
げ

る
貨

物
ウ

ラ
ン

同
位

元
素

の
分

離

）

（

用
の

装
置

に
用

い
ら

れ
る

真
空

ポ
ン

プ
に

限
る

。

及
び

四
の

項
の

中
欄

に
掲

げ
る

貨
物

）
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ロ
ケ

ッ
ト

若
し

く
は

無
人

航
空

機
に

使
用

す
る

こ
２

と
が

で
き

る
弾

頭
の

安
全

装
置

起
爆

装
置

又
は

、

発
火

装
置

３
電

気
式

の
線

爆
発

型
の

起
爆

装
置

若
し

く
は

電
気

式
の

起
爆

装
置

を
用

い
て

爆
薬

表
面

を
同

時
に

起

爆
で

き
る

よ
う

に
設

計
し

た
装

置
又

は
こ

れ
ら

を

作
動

さ
せ

る
た

め
の

装
置

４
ト

リ
ア

ミ
ノ

ト
リ

ニ
ト

ロ
ベ

ニ
ト

ロ
ア

ミ
ン

類
、

ヘ
キ

サ
ニ

ト
ロ

ス
チ

ル
ベ

ン
又

は
そ

の
ン

ゼ
ン

、

他
の

火
薬

類
結

晶
密

度
が

以
上

で
あ

（

1.8g/cm
3

っ
て

爆
速

が
を

超
え

る
も

の
に

限
る

8,000m
/s

、）

。


